
農地法関係の提出書類について 

 

 

※ 申請書締切日は、農業委員会ホームページの「農業委員会予定表」で、ご確認ください。 

 

 

以下の件につき、申請書添付書類等の説明書です。 

★ 農地法第 3 条第 1 項の規定による許可申請 

★ 農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請 

★ 農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請 

★ 農地の形状変更願い（田辺市農業委員会会長あて） 

★ 農地法第 2 条の農地でない旨の証明願い（非農地証明） 

★ 農地法施行規則第 29 条第 1 号の規定による届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



農地法関係の提出書類について 

 

 

★農地法第３条第１項の規定による許可申請（田辺市農業委員会会長あて） 

 

 この申請は、所有権の移転、又は耕作権の設定・移転等であり、農地を農地と

して売買・贈与・賃借・使用貸借する場合に受ける許可である。 

  

㊟ 1.所有権移転の場合は、原則として３年間は転用できない。 

  2.小作地は、原則として小作人以外には売渡すことができない。 

  3.未成年者の場合は、親権者をつける。 

  4.抵当権等がある場合は、原則として権利者の承諾を添付する。（公庫の場合は抹消する） 

   5.競売により落札した場合は、一方の申請により許可を取らなければならない。 

   6.耕作目的以外は許可されない。 

 

 

（提出書類） 

１．申 請 書（別添含む）      １部 

２．印鑑証明書（写し）        １通（双方）  

３．登記簿謄本（全部事項証明書）  １部（申請地につき） 

４．耕作明細書（受人のみ）      １部 
新規就農者は不要 

５．課税名寄帳（受人のみ）      １部 

６．営農計画書（新規就農者のみ）  １部 

７．申請に係る農地等の位置図    １部 

８．契 約 書（使用・賃貸借のみ）１部 

  ※但し、農業者年金による経営移譲の場合は２部 

９．その他、委員会が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



農地法関係の提出書類について 

 

 

 

★ 農地法第4条第1項の規定による許可申請（県知事あて） 

 

この申請は、所有者が農地以外の使用目的に変更する場合に受ける許可で、原則として

必要面積の3 倍以内でないと許可されない。 

なお、所有者が資金を出して目的物を建築した後、第三者に貸し与える場合も本条の適

用となる。 

 

㊟１. ４ヘクタール（40,000 ㎡）を越える場合は、農林水産大臣許可である。 

 

★ 農地法第5条第1項の規定による許可申請（県知事あて） 

 

この申請は、所有権移転後又は賃貸借・使用貸借後、農地を農地以外の使用目的に変更

する場合に受ける許可である。（他人から農地を譲り受け、宅地等に変更する場合、本条

が適用する） 

原則として、必要面積の3 倍以内でないと許可されない。 

 

㊟１.  ４ヘクタール（40,000 ㎡）を越える場合は、農林水産大臣許可である。 

２． 分譲住宅の場合は、宅地建物取引業法に基づく有資格者でないとできない。 

３． 法人の場合は、法人謄本、定款（奥書証明したもの）、及び必要に応じて議 

事録・予算書・残高証明書・最近の事業報告書等を、各必要部数添付する 

こと。 

 

（提出書類） 第４条申請、及び第５条申請とも同じ 

１．申 請 書    ２部 

２．転用事由の詳細説明書  ２部 

３．印鑑証明書（申請人全員）  ２部  ※写し 

４．登記簿謄本(全部事項証明書)２部  ※１部は写し 

５．誓 約 書    １部 

６．設計書又は見積書   ２部 



７．同 意 書    ２部 

８．付近見取図（住宅地図可）  ２部 

９．字図（公図）   ２部 

10．構 造 図（擁壁・側溝・水路・フェンス等） ２部 

11．平面図（この中に建物の配置図・平面図・排水計画等記入）及び断面図（建 

物を建てる場合は建物の断面、隣地との境界線及び状況を明示）（1/100 ～ 

   1/500 程度） ２部 

［平面図・断面図は切土・盛土・その他部類別に色分けし、寸法を記入のこ

と。又、隣接地の地番・地目・所有者・官民境界・民々境界等を明記の上、

境界線を朱線で明示すること］ 

＊ なお、同意書には、隣接農地所有者及び水利組合の署名、並びに同意印を 

必ず記入押印してもらうこと。 

[隣接農地とは、当該地の境界線より外側４ｍ以内にある農地であり、間に 

水路・道路等があっても隣接農地と見なす（ただし、旧龍神村、旧中辺路

町、旧大塔村、旧本宮町にあっては９０ｃｍ以内にある農地とし、里道、水

路があれば隣接同意を必要としないが、影響があるとみなされる場合は必要

とする。）] 

12．建物を建てる場合は建物の平面図及び立面図 ２部 

13．事業費の資金証明（金融機関の残高証明書、又は貸付証明書等） ２部 

14．５条の場合は、土地の売買契約書又は賃借契約書 ２部 ※写し 

15．公共施設（道路・水路・堤防等）の境界確認書及び工事施工承認書 ２部 

（接続して工作物を設置する承認） 

16．転用事業者が法人の場合、法人登記簿又は法人定款 ２部 ※１部は写し 

17．該当する場合は、宅造受付コピー、開発許可受付コピー、景観計画区域 

  内における行為の届出書受付コピー等が必要 ２部 

18．その他委員会が必要と認める書類 

［ 20,000 ㎡（１団地を形成する場合は合計面積）］以上の場合は、各１部増。 

４ヘクタールを越える場合は、さらに各１部増 

 

 

 

 

 

 



農地法関係の提出書類について 

 

 

 

★ 農地の形状変更願い  （農業委員会会長あて） 

 

この申請は、農地の形状を変更する場合に受けるものであって、農業委員会が決定す

る。 

尚、本申請が承認された場合は、原則として３年以上の耕作を必要とする。 

（３年間は転用できない） 

この申請は、原則として土地所有者がするものであるが、賃貸借等により他人が耕作し

ている場合には、所有者の承諾書を添付し耕作者本人が申請することも可能である。又、

所有者が死亡し未相続の場合には、相続人が申請してもよい。 

 

（提出書類） 

１．申 請 書  ２部              ２．印鑑証明書（写し）      １部 

   ３．登記簿謄本（全部事項証明書）１部   ４．誓 約 書           １部 

   ５．同 意 書  １部              ６．付近見取図（住宅地図等） 1部 

   ７．字図（公図） １部 

   ８．構造図（擁壁・側溝・水路・フェンス等）        １部 

   ９．平面図及び断面図（1/100 ～ 1/500 程度）  各 1部 

平面図・断面図は切土・盛土・その他部類別に色分けし、寸法を記入のこと。隣

接地の地番・地目・所有者・官民境界・民々境界等を明記の上、境界線を朱線

で明示すること。 

＊ 尚、同意書には、隣接農地所有者及び水利組合の署名、並びに同意印を

必ず記入押印してもらうこと。 

［隣接農地とは、当該地の境界線より外側４ｍ以内にある農地であり、間に水

路・道路等があっても隣接農地と見なす（ただし、旧龍神村、旧中辺路町、旧大

塔村、旧本宮町にあっては 90ｃｍ以内にある農地とし、里道、水路があれば隣

接同意を必要としないが、影響があるとみなされる場合は必要とする。）］ 

   10．公共施設（道路・水路・堤防等）の境界確認書及び工事施工承認書 

       （接続して工作物を設置する承認） 

   11．その他委員会が必要と認める書類 

     ［2,000 ㎡（１団地を形成する場合は合計面積）以上の場合は、田辺市開発指導

要綱に基づく申請も必要。（申請先：農業振興課 農政係）］ 

 

 



農地法関係の提出書類について 

 

 

★ 農地法第２条の農地でない旨の証明願い  （農業委員会会長あて） 

 

この証明願は、現状が農地でないため農地法の適用がないことを証明するもので農業

委員会が発行する。（なお、この証明は、農地法などの法律に基づく行政処分ではなく、

農業委員会が慣例もしくは都道府県の通達に基づいて事実上の証明行為として行って

いるいわゆる行政上のサービス行為です。） 

 昭和 27 年 10 月 20日以前にすでに非農地状態の土地は、農地法施行前のため無断

転用でないが、それ以降の転用にあっては 20 年以上経過し、かつやむを得ないと判断

できる場合にのみ発行する。なお、売買、贈与等があった場合は、それ以後 20 年以上

経過していないと発行しない。     

申請は、原則として土地所有者であるが、共有の場合は共有者の同意を得て代表者が

申請してもよい。また、未相続の場合も同様とする。 

 

（提出書類） 

１．証明願２部   ２．印鑑証明書 １部   ３．登記簿謄本（全部事項証明書）１部  

４．地元農業委員等の証明書 １部  ５．現況写真２枚（2 方向から撮影したもの各 1 枚） 

６．付近見取図（住宅地図等） 1部   ７．字図（公図）１部 

８．平面図（1/100 ～ 1/500 程度）1 部［隣接地の地番・地目・所有者・官民境界・民々

境界等を明記の上、境界線を朱線で明示すること。］ 

９．その他委員会が必要と認める書類 

 

＊ 尚、「地元農業委員等証明書」の証明者は、1 名は地元農業委員とし、もう 1 名は隣

接農地の所有者の内、非農地になった事情等に精通している方とする。該当者がいな

い場合は、次の基準により順次決める。 

①周辺において農業を営んでおり、非農地になった事情等に精通している方。 

②農地以外の隣接土地所有者で、非農地になった事情等に精通している方。 

③周辺に居住されており、非農地になった事情等に精通している方 

 

 

 

 

 

 

 



農地法関係の提出書類について 

 

 

★ 農地法施行規則第 29条第 1号の規定による届出  （農業委員会会長あて） 

 

この届出は、自らの農業経営のための施設を設ける際に、転用を行うときに提出する届

出であって、転用面積が 200㎡未満の農業用施設に限られる。 

 すなわち、農業経営主の所有する農地のみが対象であり、他の世帯員（父・妻・子等）

の所有する農地又は、200 ㎡以上の農地を転用しようとする場合には農地法４・５条の規

定による許可申請を必要とする。 

農業用施設としては、農業用倉庫、農道、水路があげられる。 

200 ㎡以上ある農地の一部を転用する場合、登記簿謄本（全部事項証明書）の地目欄

を変えることはできないが、固定資産税の現況評価は２段評価される。 

なお、農用地区域内にある農地については、農業用施設である建築物その他の工作

物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は

築造面積が９０㎡を超える場合は、農用地区域からの除外申請を事前に行うこと。 

（担当課：農業振興課） 

 

（提出書類） 

１．申 請 書  ２部             ２．印鑑証明書（写し）      １部 

   ３．登記簿謄本（全部事項証明書）１部  ４．誓 約 書           １部 

   ５．同 意 書  １部             ６．付近見取図（住宅地図等） 1部 

   ７．字図（公図） １部 

   ８．構造図（擁壁・側溝・水路・フェンス等）   １部 

   ９．平面図及び断面図（1/100 ～ 1/500 程度）  各 1部 

［平面図・断面図は切土・盛土・その他部類別に色分けし、寸法を記入のこと。

隣接地の地番・地目・所有者・官民境界・民々境界等を明記の上、境界線を朱

線で明示すること。］ 

＊ 尚、同意書には、隣接農地所有者及び水利組合の署名、並びに同意印を必

ず記入押印してもらうこと。［隣接農地とは、当該地の境界線より外側４ｍ以内

にある農地であり、あいだに水路・道路等があっても隣接農地と見なす。（ただ

し、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町にあっては 90ｃｍ以内にあ

る農地とし、里道、水路があれば隣接同意を必要としないが影響があるとみな

される場合は必要とする。）］ 

   10．公共施設（道路・水路・堤防等）の境界確認書及び工事施工承認書 

      （接続して工作物を設置する承認） 

   11．その他委員会が必要と認める書類 


